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 高
齢
者
の
皆
さ
ん
の

安
心
安
全
サ
ー
ビ
ス

　
ご
利
用
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
条
件

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
部
費
用

を
負
担
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

※
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
ご
相
談
・
お

申
し
込
み
は
、
お
住
ま
い
の
地
域

の
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連

絡
下
さ
い
。

【
防
災
機
器
の
単
品
給
付
】

　
防
災
機
器
の
購
入
費
用
を
、
給

付
券
を
発
行
す
る
形
で
給
付
し
ま

す
。

対
①
心
身
機
能
の
低
下
や
居
住
環

境
等
か
ら
、
防
火
の
配
慮
が
必
要

な
　
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の

６５
方
②
高
齢
者
世
帯
の
方
（
同
居
家

族
が
日
中
不
在
の
場
合
を
含
む
）

【
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
】

　
　
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
、

６５
ま
た
は
高
齢
者
世
帯
（
同
居
家
族

が
日
中
不
在
の
場
合
を
含
む
）
の

方
で
、
心
疾
患
・
脳
血
管
疾
患
等

の
発
作
で
、
緊
急
な
医
療
処
置
が

必
要
と
な
る
よ
う
な
危
険
が
あ
る

方
に
専
用
機
器
を
貸
与
し
、
在
宅

生
活
の
安
全
を
確
保
し
ま
す
。

　
緊
急
時
に
専
用
の
ボ
タ
ン
を
押

す
と
、
必
要
に
応
じ
て
救
急
車
等

が
出
動
し
ま
す
。

◇

問
高
齢
者
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
４
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
第
二
清

風
園
」
が

定
員
を
増
員
し
ま
し
た

　「
第
二
清
風
園
」
の
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
の
一
部
が
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
に
転
換
し
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
定
員
が
　
人
増
員
し
ま
し
た
。

２０

【
第
二
清
風
園
の
概
要
】

所
在
地
薬
師
台
３
―
２
７
０
―
１

定
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
＝
１
０

０
人
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
＝
　
人
３０

問
第
二
清
風
園
辺辺
７
３
６
・
６
９

０
６
、
町
田
市
高
齢
者
福
祉
課
辺辺

７
２
４
・
４
０
４
８
返
０
５
０
・

３
１
０
１
・
６
１
８
０

介
護
老
人
保
健
施
設
「
オ
ネ
ス
テ

ィ
南
町
田
」

利
用
申
込
を
開
始

　
２
０
１
３
年
３
月
、
介
護
老
人

保
健
施
設
オ
ネ
ス
テ
ィ
南
町
田

（
鶴
間
１
６
５
４
―
１
）
が
開
設

し
ま
す
。
定
員
は
１
５
０
人
（
個

室
　
人
・
多
床
室
　
人
）
で
、
他

５８

９２

に
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
　
人
）、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

３０等
が
併
設
予
定
で
す
。

申
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
、（
医

社
）
永
生
会
「
介
護
老
人
保
健
施

設
オ
ネ
ス
テ
ィ
南
町
田
開
設
準
備

室
」（
辺辺
７
８
８
・
０
３
７
３
返

７
９
６
・
０
０
３
９
）
へ
。

※
利
用
者
の
決
定
は
申
し
込
み
順

で
は
な
く
、
利
用
の
必
要
性
等
を

総
合
的
に
判
断
し
て
行
い
ま
す
。

○
介
護
老
人
保
健
施
設
　
要
介
護

の
方
が
在
宅
復
帰
で
き
る
よ
う

に
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
中

心
と
し
た
介
護
を
行
う
施
設

問
高
齢
者
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
４

０
４
８
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

点
検
に
伺
い
ま
す

公
共
汚
水
ま
す

　
市
で
は
、
下
水
道
管
理
区
域
内

の
公
共
汚
水
ま
す
及
び
本
管
に
至

る
取
付
管
（
市
管
理
部
分
）
を
点

検
し
、
詰
ま
り
等
の
発
生
を
防
い

で
い
ま
す
。

　
身
分
証
明
書
を
携
行
し
腕
章
を

つ
け
た
市
委
託
業
者
が
、
宅
地
内

に
あ
る
公
共
汚
水
ま
す
の
点
検
に

お
伺
い
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
こ
の
調
査
で
費
用
を
請
求
す
る

こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

期
間
　
月
３
日
～
３
月
　
日
の
午

１２

３０

前
８
時
　
分
～
午
後
５
時
（
日
曜

３０

日
、
祝
日
を
除
く
）

問
下
水
道
管
理
課
辺辺
７
２
４
・
４

３
２
８
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・

６
８
７
２

献
血
に
ご
協
力
下
さ
い

日
　
月
　
日
（
金
）
午
前
　
時
～

１２

１４

１０

　
時
　
分
、
午
後
１
時
～
３
時
　

１１

４５

４５

分場
イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ジ
オ
（
市
役
所

本
庁
舎
１
階
）

問
福
祉
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２
５

３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
０

９
２
８

都
市
計
画
案
を

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

【
町
田
都
市
計
画
道
路
（
町
３
・

３
・
　
号
相
原
鶴
間
線
）
の
変
更
】

３６
縦
覧
期
間
　
月
　
日
（
金
）
～
　

１１

３０

１２

月
　
日
（
金
）
の
午
前
８
時
　
分

１４

３０

～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
を
除

く
）

場
都
市
政
策
課
（
市
役
所
本
庁
舎

８
階
）、
東
京
都
都
市
整
備
局
都

市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課

（
都
庁
第
二
本
庁
舎
　
階
北
側
）

２１

※
期
間
中
、
住
民
・
利
害
関
係
人

は
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。
提

出
は
、　
月
　
日
ま
で
（
必
着
）

１２

１４

に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
東
京
都
都

市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都

市
計
画
課
（
〒
　
―
８
０
０
１
、

１６３

新
宿
区
西
新
宿
２
―
８
―
１
、
辺辺

　
・
５
３
８
８
・
３
２
２
５
）
へ
。

０３問
町
田
市
都
市
政
策
課
辺辺
７
２
４

・
４
２
４
７
返
０
５
０
・
３
１
６

１
・
５
５
０
２

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

宛 姐鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

催しのご案内
町
田
市
民
ホ
ー
ル

休
館
は
第
１
・
３
月
曜
日（
祝
日
の
時
は
開
館
、

町
田
市
民
ホ
ー
ル
の
み
そ
の
翌
日
休
館
）

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川

町
田
市

文
化
施
設

　
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
・
ス
タ
イ
ン

ウ
ェ
イ
（
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
）
を

自
由
に
弾
け
ま
す
。

日
１
月
　
日
（
火
）
～
　
日
（
金
）、

１５

１８

　
日
（
火
）
～
　
日
（
木
）、
各

２２

２４

日
と
も
午
前
９
時
か
ら
１
時
間
ご

と
に
実
施
（
最
終
回
は
午
後
８
時

開
始
）

場
町
田
市
文
化
施
設
和
光
大
学
ポ

プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川

費
１
時
間
２
０
０
０
円

申
　
月
９
日
午
前
９
時
か
ら
和
光

１２
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川
１
階
総

合
案
内
で
受
け
付
け
（
先
着
順
）。

問
和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川

辺辺
７
３
７
・
０
２
５
２

　
国
内
外
で
幅
広
く
活
躍
す
る
町

田
出
身
の
若
手
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
す
。

場
町
田
市
文
化
施
設
和
光
大
学
ポ

プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川

曲
目
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
／
ピ
ア
ノ
ソ

ナ
タ
第
　
番
 Ｋ
．
３
３
０
　
他

１０

※
６
歳
以
上
の
方
か
ら
入
場
可
。

申
　
月
７
日
か
ら
電
話
で
町
田
市

１２
民
ホ
ー
ル
（
辺辺
７
２
８
・
４
３
０

０
）
へ
。
保
育
希
望
者
（
有
料
、

６
か
月
以
上
の
未
就
学
児
、
申
し

込
み
順
）
は
併
せ
て
申
し
込
み

を
。

場
町
田
市
民
ホ
ー
ル

※
６
歳
以
上
の
方
か
ら
入
場
可
。

申
　
月
４
日
か
ら
電
話
で
同
ホ
ー

１２
ル
（
辺辺
７
２
８
・
４
３
０
０
）
へ
。

保
育
希
望
者
（
有
料
、
６
か
月
以

由
紀
さ
お
り

由
紀
さ
お
り

由
紀
さ
お
り
コ
ン
サ
ー
ト

コ
ン
サ
ー
ト

コ
ン
サ
ー
ト

ピ
ア
ノ
・
リ
サ
イ
タ
ル

ピ
ア
ノ
・
リ
サ
イ
タ
ル

ピ
ア
ノ
・
リ
サ
イ
タ
ル

町
田
市
文
化
施
設 

和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
シ
リ
ー
ズ

町
田
市
文
化
施
設 

和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
シ
リ
ー
ズ

町
田
市
文
化
施
設 

和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
シ
リ
ー
ズ

山
口
友
由
実

山
口
友
由
実

山
口
友
由
実

町
田
市
文
化
施
設 

和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
シ
リ
ー
ズ

町
田
市
文
化
施
設 

和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ
ー
ル
鶴
川　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
シ
リ
ー
ズ

ホ
ー
ル

ホ
ー
ル

ホ
ー
ル

弾
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

弾
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

弾
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

を

ピ
ア
ノ

ピ
ア
ノ

ピ
ア
ノ

で

　
月
下
旬
は
、
清
掃
工
場
へ
の
ご
み
の
持
ち
込
み
が
大
変
多
く
な
り
ま
す
。

１２ご
み
の
持
ち
込
み
は
　
月
中
旬
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

２

年
末
の
ご
み
の
持
ち
込
み
は
お
早
め
に
 

問
資
源
循
環
課
　
辺辺
７
９
７
・
２
７
３
２

２
月
３
日
（
日
）

午
後
２
時
　
分
開
演

３０

１
０
０
０
円
（
全
席
指
定
）

２
月
　
日
（
土
）

１６

午
後
５
時
　
分
開
演

３０

６
８
０
０
円
（
全
席
指
定
）

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

宛 姐鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

学
童
保
育
ク
ラ
ブ

学
童
保
育
ク
ラ
ブ

学
童
保
育
ク
ラ
ブ

学
童
保
育
ク
ラ
ブ

2013年度

入
会
案
内

　
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
は
、
保
護
者

が
就
労
等
で
昼
間
家
庭
に
い
な
い

児
童
を
預
か
る
、
児
童
一
人
で
通

う
こ
と
を
基
本
と
し
た
施
設
で

す
。

※
児
童
を
個
別
に
保
育
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

※
看
護
師
の
資
格
を
持
っ
た
職
員

は
い
な
い
た
め
、
医
療
行
為
を
必

要
と
す
る
児
童
は
入
会
で
き
ま
せ

ん
。

※
事
前
に
申
請
児
童
の
様
子
を
保

育
園
等
に
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
市
内
在
住
の
小
学
１
～
３
年
生

（
障
が
い
の
あ
る
児
童
は
６
年
生

ま
で
）

時
間
下
校
時
～
午
後
６
時
（
土
曜

日
・
学
校
休
業
期
間
〔
夏
休
み
等
〕

は
午
前
８
時
　
分
～
午
後
６

３０

時
）、
特
別
保
育
（
延
長
保
育
）

を
利
用
す
る
場
合
は
、
下
校
時
～

午
後
７
時
（
土
曜
日
・
学
校
休
業

期
間
は
午
前
８
時
～
午
後
７
時
）

※
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は

お
休
み
で
す
。

費
育
成
料
１
人
１
か
月
６
０
０
０

円
（
別
途
お
や
つ
代
が
必
要
）

※
特
別
保
育
利
用
時
は
、
別
途
特

別
育
成
料
が
必
要
で
す
。

※
減
額
・
免
除
の
制
度
が
あ
り
ま

す（
特
別
育
成
料
を
除
く
）。詳
細

は
入
会
要
項
を
ご
確
認
下
さ
い
。

【
入
会
の
受
け
付
け
】

　
新
規
に
入
会
を
希
望
す
る
方
は

申
請
書
・
必
要
書
類
を
お
持
ち
の

う
え
、
直
接
受
付
会
場
へ
お
い
で

下
さ
い
。
継
続
し
て
入
会
を
希
望

す
る
方
は
、
申
請
書
等
必
要
書
類

を
同
封
の
う
え
郵
送
で
の
申
し
込

み
も
可
能
で
す
（
１
月
　
日
の
消

２１

印
有
効
）。

※
入
会
要
件
に
よ
り
書
類
が
異
な

り
ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

日
・
場
１
月
　
日
（
火
）
午
後
２

１５

時
～
７
時
＝
小
山
市
民
セ
ン
タ
ー

▽
１
月
　
日
（
水
）
午
後
２
時
～

１６

７
時
＝
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
ぱ
お
▽

１
月
　
日
（
木
）
午
後
２
時
～
７

１７

時
＝
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
つ
る
っ
こ

▽
１
月
　
日
（
金
）
午
後
２
時
～

１８

７
時
＝
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
ば
あ
ん

▽
１
月
　
日
（
土
）、　
日
（
日
）

１９

２０

午
前
９
時
～
午
後
４
時
　
分
＝
児

３０

童
青
少
年
課
（
市
役
所
本
庁
舎
２

階
）
▽
１
月
　
日
（
月
）
午
前
９

２１

時
～
午
後
７
時
＝
市
役
所
本
庁
舎

３
階
会
議
室
３
―
１

※
申
請
書
は
各
学
童
保
育
ク
ラ

ブ
、
児
童
青
少
年
課
に
あ
り
ま
す

（
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

※
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
入
会
申
請

は
毎
年
度
必
要
で
す
。
申
請
が
な

い
場
合
は
４
月
以
降
入
会
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
育
成
料
に
未
納
が

あ
る
場
合
も
入
会
で
き
ま
せ
ん
。

問
児
童
青
少
年
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
８
２

返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
８
３
８
０

２０１３年度　学童保育クラブ一覧表
学童保育クラブ名学校区・場所
中央町田一小・敷地内
学童２１町田二小・敷地内
竹ん子町田三小・校舎内（※１）
森野町田四小・敷地内
ころころ町田五小・ころころ児童館内
高ヶ坂町田六小・敷地内
南大谷南大谷小・敷地内（※２）
藤の台ポケット組藤の台小・校舎内
藤の台本町田東小・敷地内
本町田本町田小・敷地内

金森第二南一小・第１０都営金森１号棟
（子どもセンターばあんも利用）

そよかぜ南二小・敷地内
金森南三小・第６都営金森２号棟
どろん子南四小・隣接地
つくし野つくし野小・敷地内
わんぱく小川小・校舎内
すまいる成瀬台小・校舎内
鶴間ひまわり鶴間小・敷地内
高ヶ坂けやき高ヶ坂小・敷地内
成瀬中央あおぞら成瀬中央小・校舎内
なんなる南成瀬小・敷地内
南つくし野南つくし野小・南つくし野保育園隣
野津田鶴川一小・敷地内
鶴川第二鶴川二小・敷地内
鶴川鶴川三小・敷地内
鶴川第四鶴川四小・敷地内
金井金井小・敷地内
大蔵大蔵小・敷地内
三輪子どもの学園三輪小・三輪あいこう保育園
つるっこ子どもセンターつるっこ内（※３）
なかよし忠生小・校舎内、隣接地
小山田小山田小・隣接地
木曽忠生三小・敷地内
自然山崎小・自然幼稚園内
子どもの森桜台小山田南小・小山田桜台団地内
木曽境川木曽境川小・敷地内
七国山七国山小・敷地内
図師図師小・敷地内
小山小山小・敷地内
小山ヶ丘小山ヶ丘小・敷地内
小山中央小山中央小・敷地内
相原たけの子相原小・子どもセンターぱお内
大戸のびっ子大戸小・武蔵岡中校舎内

※１竹ん子学童保育クラブは防音工事実施のため、２０１３
年１月～５月は町田第三小学校敷地内の仮設施設
に移転します。

※２南大谷学童保育クラブは２０１３年４月に南大谷子ど
もクラブ内から南大谷小学校敷地内へ移転します。

※３つるっこ学童保育クラブの学校区は指定がありま
せん。

上
の
未
就
学
児
、
申
し
込
み
順
）

は
併
せ
て
申
し
込
み
を
。


